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１．ガイドラインの主な改正点
（２０２４年４月）
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変更箇所 変更点
スライド
番号

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP110 他

新しい基準排出量の算定方法の追加
⇒事業所が供給する燃料等の量を基に基準排出量を
算定する方法を追加

P5

(1-2)

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP111 他

新しい基準排出量の算定方法の追加
⇒旧特定地球温暖化対策事業所における削減義務
期間の終了年度の基準排出量を選択する方法を追加

P6

(1-3)
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１-１．ガイドラインの主な変更点（2024年4月）



１-２．新しい基準排出量の算定方法の追加①
特定温室効果ガス

排出量算定GL（P110他）

2024年度以降に特定地球温暖化対策事業所の指定を受ける事業所のうち、
燃料、熱又は電気(以下、燃料等という)の供給を主たる事業とする事業所は
事業所が供給する燃料等の量を基に基準排出量を算定することができる。

• 石油精製事業所
• 熱供給事業所
• 特定供給の認可を受けて電気を供給する事業所

燃料等の供給を主たる事業とする事業所（例）

改正ポイント

5

＜燃料の供給＞
温室効果ガス排出量＝燃料供給量×単位発熱量×排出係数×４４/１２

＜熱の供給＞
温室効果ガス排出量＝熱供給量×他人から供給された熱の排出係数

＜電気の供給＞
温室効果ガス排出量＝電気供給量×他人から供給された電気の排出係数

※他人から供給された熱の排出係数：0.060(t-CO2/GJ)、他人から供給された電気の排出係数：0.489(t-CO2/千kWh)



１-３．新しい基準排出量の算定方法の追加②
特定温室効果ガス

排出量算定GL（P111他）
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指定相当地球温暖化対策事業所の要件に該当し、指定の取り消しを受けた事
業所が再び特定地球温暖化対策事業所の指定を受ける場合、旧特定地球温暖
化対策事業所における削減義務期間の終了年度の基準排出量を選択できる。

なお、上記の方法で基準排出量を決定する場合の削減義務率は、旧特定地球
温暖化対策事業所が継続して削減義務の対象となっている場合に課せられる
削減義務率となる。

改正ポイント

2015 2016 2017 ～ 2020 2021 2022 2023 2024

事業所分類 特定 特定 指定相当 ～ 指定相当 指定相当 指定相当 特定 特定

基準排出量 10,000 t 10,000 t なし ～ なし なし なし 10,000 t 10,000 t

削減義務率 17 % 17 % なし ～ なし なし なし 27 % 27 %

年度実績 6,000 t  6,000 t 6,000 t ～ 6,000 t 6,000 t 6,000 t 6,000 t 6,000 t



２．ガイドラインの主な改正点
（２０２２年４月）

7



変更箇所 変更点

特定温室効果ガス排出量算定
ガイドラインP57他
（他各種ガイドライン）

特定計量（特定計量制度）の取扱い
⇒実測できる特定計量器に、電気事業法で規定されている
特定計量の届出を要する計量で用いる電気計器を追加
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２-１．ガイドラインの主な変更点（2022年4月）



３．ガイドラインの主な改正点
（２０２１年４月）
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変更箇所 変更点
スライド
番号

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP12 他
（他各種ガイドライン）

検証における情報通信技術（ICT）の活用
⇒検証時の監視点等の確認手法として、情報通信技
術（ICT）を活用し、写真や動画等を用いる方法を追加

P11

(3-2)

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP48

イベント等で使用するLPG容器の監視点
⇒イベント等において、調理を目的とした可搬式の
LPG容器を複数使用する場合の監視点要件を緩和

P12

(3-3)

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP54

「購買伝票等」に関する取扱い
⇒「購買伝票等」の定義を変更（会員限定サービスに
よる提供等への対応）

P13

(3-4)
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３-１．ガイドラインの主な変更点（2021年4月）



従来の検証方法
「検証の際には、事業者は要求された情報の提示、現地訪問への対応等を
行う必要がある。」（算定GL）

「原則として検証先事業所に赴き、現物確認、現場担当者等へのヒアリン
グ等の現地検証を行う。」（検証GL)

⇒事業者側は原則として現地訪問への対応を行う必要があった。

３-２．検証における情報通信技術（ICT）の活用
特定温室効果ガス

排出量算定GL（P12他）

現地確認やヒアリングを行う検証方法として、情報通信技術（メール、
電話、Web会議等）を活用した写真や動画等を用いた確認を追加。

• 燃料等を使用している設備や燃料等使用量を計測しているメーター等の
写真や動画等

• 事業所範囲や建物等を示す写真や動画等
• 根拠資料の電子データ送信、Webカメラ等を用いたリアルタイムの提示

情報通信技術を活用する場合に、事業者側に求められる対応（例）

改正ポイント
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３-３．イベント等で使用するLPG容器の監視点

LPG監視点の把握

可搬式のLPG容器の置き場も燃料等使用量監視点として特定し、
排出量を算定する必要がある。
※高圧ガス保安法の規制対象である貯蔵容量が0.15 ㎥（重量1.5kg）以上の
規模の容器の置き場を把握

常設でないイベント等において、調理を目的とした可搬式のLPG 容器
を複数使用する場合、以下の条件で燃料等使用量監視点を特定できな
いものとすることができる。

LPG容器を使用した店舗数×イベントの延べ開催時間 ＜600

改正ポイント

※店舗数や開催時間（期間）を示す根拠資料が必要

特定温室効果ガス
排出量算定GL（P48）
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３-４．「購買伝票等」に関する取扱い
特定温室効果ガス
排出量算定GL（P54）

＜電磁的記録について＞
• 供給事業者がWebページ上で提供する会員限定サービスの検針情報・領収
情報・使用量実績等を想定したもの。
⇒Web画面のハードコピー（印刷）、PDF出力等

＜証明書類について＞
• 供給事業者が責任をもって証明する内容であるこ
と（供給事業者が発行者であること）。

• 白紙の用紙等から文書作成ソフトにより作成するも
のについては、供給事業者が発行者であることを
証すること。

※やむを得ない事情により、発行者を証することができない場合
は、社印の押印、責任者の押印その他の東京都が認める方法
によることも可能とする。

改正ポイント（「購買伝票等」の定義の一部追加）

「２者間の取引又は第三者等への証明に用いられる書面等及び
電磁的記録」
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４．ガイドラインの主な改正点
（２０１９年１０月・２０２０年４月）
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変更箇所 変更点
スライド
番号

特定温室効果ガス排出量算
定ガイドラインP133

基準排出量変更申請における算定期間の考え方

⇒第２計画期間以前から特定事業所となっている事業所に
限り、2020年4月からの変更事象を基に増減量を算定可能

P16

(4-2)

医療施設に対する削減義務
率の緩和措置に関するガイ
ドライン【新規】

医療施設に対する激変緩和措置

⇒人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設
については、第２期から第３期にわたる激変緩和措置を設け、

第３期に限り、削減義務率を２％減少

P17

(4-3)

その他ガス排出量算定ガイ
ドラインP20

その他ガスの上下水の排出係数

⇒その他ガスの上下水の排出係数を変更 それ以外は２期
係数を継続

P18

(4-4)

基準排出量算定における実
績排出量選択のための運用
管理基準の適合認定ガイド
ライン P47、62

駐車場の換気設備の能力要件

⇒駐車場法施行令の改正に伴い、駐車場の換気設備の能
力要件を変更

P19

(4-5)
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４-１．ガイドラインの主な変更点
（2019年10月・2020年4月）



４-２．基準排出量変更申請における算定期間の考え方
ア．基準年度以降
基準年度以降において事業所の用途、規模、エネルギーの供給等の
状況の変更があった場合、基準年度から状況の変更を把握し、増減
量を算定する

16

イ．前削減計画期間末以降（※第３計画期間の場合、2020年４月以降）
第２計画期間以前から特定地球温暖化対策事業所となっている事業所
に限り、第3計画期間から、2020年３月末以降の状況の変更を把握し、
増減量を算定することができる。

年度

基準年度

・・・

第２計画期間 第３計画期間

H14
2002

H15
2003

H16
2004

・・・
H30
2018

R1
2019

R2
2020

R3
2021

特定 特定 特定 特定 特定

算定期間 ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

算定期間 イ ○ ●

○：用途、規模、エネルギーの供給等の状況の変更による排出量の増減量及び変更量の算定期間

●：基準排出量変更の要件に該当した状況の変更があった年度

この期間は基準排出量変更量の算定対象外

特定温室効果ガス排出量算定GL（P133）

改正ポイント（ 2020年4月からの変更事象を基に増減量を算定）



人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第２計画期
間から第３計画期間にわたる激変緩和措置として、第３計画期間に限り、削減義
務率を2%減少※とする。

激変緩和措置の
対象となる医療施設

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第
２項に 規定する診療所及び同法第２条第１項に
規定する助産所

削減義務率から減ずる程度 ２％

※ただし、第３計画期間に27％又は25％の削減義務率が適用される事業所のうち、医療施設に
係る排出量が当該事業所の排出量の1/2以上である事業所に限る。

• 電事法27条と異なり、医療施設のみが対象

• 電事法27条で対象であった施設についても、改めて医療施設部
分のみを評価

• 医療施設が含まれる主要施設の割合（受電単位又は建物）が排
出量の1/2以上であることが必要

ポイント（第3計画期間に適用の内容）

４-３．医療施設に対する激変緩和措置

※第２期に実施した、電気事業法第２７条に関連する削減義務率の緩和措置は、第３期には実施しない。
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４-４．その他ガスの上下水排出係数

その他ガスの上下水の排出係数を変更

それ以外は第２計画期間の係数を継続

排出活動の種類 第１計画期間 第２計画期間 第３計画期間

水の使用 [t-CO2/千㎥] 0.200 0.251 0.266

下水への排水 [t-CO2/千㎥] 0.450 0.439 0.400

改正ポイント（第3計画期間から変更の排出係数）

その他ガス排出量
算定GL（P20）
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 駐車場法施行令の改正に伴い、駐車場の換気設備の能力要件を変更

 提出書類（第１号様式その１）の押印を省略可能

改正前

駐車場容積あたり毎時10回以上、又は駐車場の床面積1㎡あたり毎時25㎥以上のいず
れか大きい値を満たす

改正後

駐車場の床面積1 ㎡あたり毎時14㎥以上の値を満たす

改正ポイント（第3計画期間に適用の内容）

４-５．駐車場の換気要件の能力要件
運用管理GL（P47、62）

１ 基準排出量申請で過去実績に基づいた算定を行うケース

２ 基準排出量変更申請で実測した燃料等の使用量に基づいた算定を行うケース

３ 都外の事業所等に規定する基準排出量を算定するケース

「運用管理ガイドライン」を使用するケース
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【お問合せ先】

東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課

「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口

新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎２０階 南側

電話：03-5388-3438

E-mail：ondanka31@ml.metro.tokyo.jp

【参考URL】

 各種ガイドライン

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_
scale/rules/cat9740
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